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INFORMATION～まちからのお知らせ～

集会所の利用について（お願い）
　集会所につきましては、地域住民の教養、文化、保
健の向上および生活環境の改善や、住民の福祉を増進
するため各行政区などにおいて有効に利用いただいて
いるところです。
　つきましては、引き続き注意事項を遵守いただき、
活用いただければと思いますのでご協力よろしくお願
いいたします。

・・・注　意　事　項・・・
１．ごみの持ち帰りにご協力ください。
２．ガス、ストーブの使用には十分注意し、使用後の
消火などには注意願います。

３．私物は集会所など（倉庫含む）に放置せず、必ず
お持ち帰りください。
４．騒音など近隣に迷惑の掛からないよう留意してく
ださい。
５．使用後は、清掃および整理整頓を行ってください。
６．消灯、市場の確認を行ってください。

	問	総務課　財政管財係　☎0240-27-2111

広野町交通教育専門員の募集について
●募集人数　２名
●任用期間
　令和２年８月１日～令和３年３月31日
●対�象�者
　�身体強健で交通安全思想の高揚を図ることができる
者
●勤務場所および勤務時間
　広野町役場前交差点、折木６号国道交差点、社協前
　�活動場所により時間は異なりますが、朝の登校時間
中の30分間の活動となります。
●活動内容
　１回の活動につき1,500円支給
　児童・生徒が路上横断する際の誘導活動
　　(町から支給される制服を着用し活動します)
　土日、祝日、春・夏・冬休み中は活動しません
　　(小学校の登校日により変更する場合があります)
●休　�暇�
　年次有給休暇
　�　１週間の勤務日数および任期により付加します。

　特別休暇
　　�公民権行使、官公署出頭、忌引、夏季休暇、産前
産後、骨髄等ドナーなど

●交�通�費
　通勤距離が片道２km以上から支給されます。
●保　　険
　�専門員が公務上の災害または通勤による災害にあっ
たときは、市町村議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償などに関する条例の規定により補償す
る。
●申込期間　
　令和２年７月６日（月）～７月29日（水）
　�午前８時30分～午後５時15分
　(土日、祝日を除く)
●申込方法
　�「交通教育専門員申込書」に必要事項を記入の上、
お申し込みください。
　�申込書は、環境防災課窓口で直接受け取ってください。

	問	環境防災課　生活環境係　☎0240-27-2114

東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所の
事故に係る国民年金保険料の免除申請などの取扱いについて

　東日本大震災による国民年金保険料の免除申請につ
いて、下記のとおり免除期間が延長されました。

●対象となる期間
免除・納付猶予　�令和２年７月分～令和３年６月分

（令和２年分）
学生納付特例　　�令和２年４月分～令和３年３月分

（令和２年度分）
※�上記の期間より前の期間について、これまでの免
除などの申請をしなかった方も免除などを申請す
ることが可能です。ただし、申請できる期間は、申
請した日から遡って２年１か月前までになります。

●対象となる市町村
田村市　南相馬市　川俣町　広野町� 楢葉町
富岡町　川内村　大熊町　双葉町　浪江町　葛尾村
飯舘村

　東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、避難
指示・屋内退避指示を受けた市町村に、平成23年３

月11日時点で住所を有していた方は、ご本人からの申
請に基づき国民年金保険料の免除および学生納付特例
を審査するとき、所得の審査をしないことになります。
　保険料を未納のままにしておくと、障害や死亡と
いった事態が発生した場合に障害基礎年金・遺族基礎
年金が受けられない、老齢基礎年金を将来的に受けら
れない可能性があります。
　年金額を計算する際、免除期間は保険料を納付した
ときに比べて２分の１になりますが、保険料の免除や
納付猶予が承認された期間は年金の受給資格期間に算
入されます。また、納付猶予になった期間は年金額に
は反映されません。

　お申し込みはお近くの年金事務所または役場窓口ま
でお願いいたします。来庁の際は、身分証明書・印鑑・
基礎年金番号の分かるもの・マイナンバーの分かるも
のをご持参ください。

	問 �平年金事務所　☎0246ｰ23ｰ5611
　　健康福祉課　保険年金係　☎0240ｰ27ｰ2113

固定資産税･国民健康保険税･介護保険料について（納期限７月３1日）
　固定資産税（第２期）・国民健康保険税（第１期）・
介護保険料（第１期）の納期限などは、次のとおりです。

●納	期 	限　　令和２年７月31日（金）

●納付場所　　①あぶくま信用金庫　本・支店
　　　　　　　②福島さくら農業協同組合　本・支店
　　　　　　　③東邦銀行　本・支店
　　　　　　　④いわき信用組合　本・支店
　　　　　　　⑤ゆうちょ銀行　東北６県の各支店
　　　　　　　⑥福島銀行　本・支店

　　　　　　　⑦大東銀行　本・支店
　　　　　　　⑧広野町役場　出納室
　　　　　　　⑨コンビニエンスストア

●口座振替日
　あぶくま信用金庫　令和２年７月31日（金）
　その他の金融機関　令和２年７月29日（水）
　※�口座振替については、振替日前に口座残高のご確
認をお願いします。

	問 �町民税務課　収納係　☎0240ｰ27ｰ4160
　��健康福祉課　保健年金係　☎0240ｰ27ｰ2113

　　　　司法書士法人 わたなべ法務事務所

TEL0246-88-1818 FAX0246-88-1819

いわき事務所

代表社員　渡辺和則

【主な取り扱い業務】

・相続・売買・贈与による名義変更・会社の登記・建設業

〒979-1112 双葉郡富岡町中央二丁目２０番地

TEL0240-22-1919 FAX0240-22-1939
富岡事務所

〒970-8026 いわき市平字童子町４-18

いわき建設会館５F(月～金９:00～18:00)

掲載したい月の【前月上旬】までに、
総務課 政策広報係（☎0240-27-2111）に

申し込んでください。

広報紙・ホームページ広告募集
■広報紙　１枠 / 5000円～

■ＨＰ　１カ月 / 5000円
※連続掲載の場合はさらにお安くします。


